
公益法人の
区分

国所管，都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

1

「査証業務支援システム（領事業務情
報システム端末のWindows10アップ
デートに係る動作検証対応）」業務委
嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月1日 沖電気工業株式会社 7010401006126 東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号

本件サービスの提供が可能な者
は、当該システムの構築業者であ
る本契約の相手方の他になく、他
に競争を許さないため（会計法第
29条の3第4項）。

14,443,660 14,443,660 100.0% － － － －

2
「日本NGO連携無償資金協力事業の
第三者評価」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月1日 株式会社国際開発センター 2010701024476 東京都港区港南１丁目６番４１号

企画競争の結果、同者が最も高い
評価を得て確実な業務の履行が可
能であると認められ、他に競争を許
さないため（会計法第29条の3第4
項）。

11,698,000 10,526,403 89.9% － － － －

3
「『日米韓首脳会合』及び共同記者会
見における同時通訳」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月2日
株式会社サイマル・インターナショ
ナル

6010001109206
東京都中央区銀座７丁目１６番１２
号

通訳業務については、極めて高度
な通訳能力､国際会議等における
豊富な実績に加え、発言者である
総理・大臣の特有の言い回しや用
語に習熟し､総理・大臣自身の希望
に適った相性のよい通訳者を確保
することが不可欠であり、他に競争
を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

7,794,000 7,794,000 100.0% － － － －

4
「「２０２３年版開発協力白書」（日本語
版）の作成」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月4日 日経印刷株式会社 7010001025732
東京都千代田区飯田橋２丁目１６
番２号

企画競争の結果、同者が高い評価
を得て確実な業務の履行が可能で
あると認められ、他に競争を許さな
いため（会計法第29条の3第4項）。

9,609,000 9,517,750 99.0% － － － －

5
「在外公館における警備指導」業務委
嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月8日 綜合警備保障株式会社 3010401016070 東京都港区元赤坂１丁目６番６号

再度の入札をもってしても落札者
がなかったため、唯一の入札業者
である同者に対し予定価格の範囲
内で契約を交渉したもの（会計法第
29条の3第5項）。

120,158,883 118,646,000 98.7% － － － －

6
「ＩＣ旅券認証局システムの更改に伴
う統合プラットフォーム変更作業」業
務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月9日 富士通株式会社 1020001071491 東京都港区東新橋1丁目5番2号

契約の性質又は目的から特定の者
でなければ納入または履行でき
ず、他に競争を許さないため（会計
法第29条の3第4項）。

16,909,200 16,909,200 100.0% － － － －

7
「『領事業務情報システム』証明オン
ライン申請システム機能追加作業」業
務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月16日 富士ソフト株式会社 2020001043507
神奈川県横浜市中区桜木町１丁目
１番地

契約の性質又は目的から特定の者
でなければ納入または履行でき
ず、他に競争を許さないため（会計
法第29条の3第4項）。

27,390,000 27,390,000 100.0% － － － －

8
「日比経済協力インフラ合同委員会」
業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月16日 株式会社明治記念館 6010401029219 東京都港区元赤坂２丁目２番２３号

緊急の必要により特定の者でなけ
れば当該業務を履行できず、他に
競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

1,624,370 1,624,370 100.0% － － － －

本件は、内
閣府との共
同事業であ
り、契約金額
は1,624,370
円（内、外務
省負担額は
812,185円）

9
「外務副大臣のG20貿易・投資大臣会
合出席にかかる同時通訳」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月17日 株式会社インターグループ 8120001060882
大阪府大阪市北区豊崎３丁目２０
番１号

緊急の必要により特定の者でなけ
れば当該業務を履行できず、他に
競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

3,169,600 3,169,600 100.0% － － － －

契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

公益法人の場合

備　　考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の名称 法人番号 契約の相手方の住所

随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由
（企画競争，公募等）

予定価格



公益法人の
区分

国所管，都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

公益法人の場合

備　　考物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の名称 法人番号 契約の相手方の住所

随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由
（企画競争，公募等）

予定価格

10
「総理大臣のG20ニューデリー・サミッ
ト出席にかかる同時通訳」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月18日
株式会社サイマル・インターナショ
ナル

6010001109206
東京都中央区銀座７丁目１６番１２
号

通訳業務については、極めて高度
な通訳能力､国際会議等における
豊富な実績に加え、発言者である
総理・大臣の特有の言い回しや用
語に習熟し､総理・大臣自身の希望
に適った相性のよい通訳者を確保
することが不可欠であり、他に競争
を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

4,017,000 4,017,000 100.0% － － － －

11 「外務省ホームページ整理」業務委嘱
支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月21日 富士ソフト株式会社 2020001043507
神奈川県横浜市中区桜木町１丁目
１番地

契約の性質又は目的から特定の者
でなければ納入または履行でき
ず、他に競争を許さないため（会計
法第29条の3第4項）。

5,727,700 5,727,700 100.0% － － － －

12
「総理大臣のASEAN関連首脳会議出
席における同時通訳」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月21日
株式会社サイマル・インターナショ
ナル

6010001109206
東京都中央区銀座７丁目１６番１２
号

通訳業務については、極めて高度
な通訳能力､国際会議等における
豊富な実績に加え、発言者である
総理・大臣の特有の言い回しや用
語に習熟し､総理・大臣自身の希望
に適った相性のよい通訳者を確保
することが不可欠であり、他に競争
を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

3,369,750 3,369,750 100.0% － － － －

13
「BEEMS旅費システムの改修に関す
る事前調査」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月22日 株式会社日立製作所 7010001008844
東京都品川区南大井６丁目２３番１
号

本件サービスの提供が可能な者
は、当該システムの開発・構築業
者である本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため（会計
法第29条の3第4項）。

25,345,760 25,345,760 100.0% － － － －

14
「領事業務情報システム（旅券発給申
請・業務の電子化に係る非互換検証
業務）」業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月22日 富士通株式会社 1020001071491 東京都港区東新橋1丁目5番2号

本件サービスの提供が可能な者
は、当該システムの開発・構築業
者である本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため（会計
法第29条の3第4項）。

20,767,560 20,767,560 100.0% － － － －

15

「総理大臣の2023年ASEAN関連首脳
会議及びG20ニューデリーサミット出
席に際して行われる『内外記者会見』
のプロンプター運用・技術者立会」業
務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月22日 アテイン株式会社 1010001009930 東京都千代田区神田東松下町１７

緊急の必要により特定の者でなけ
れば当該業務を履行できず、他に
競争を許さないため（会計法第29
条の3第4項）。

2,493,700 2,493,700 100.0% － － － －

16
「ＭＲＶ査証シールの製造・納入」業
務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月23日 独立行政法人国立印刷局 6010405003434 東京都港区虎ノ門２丁目２番５号

契約の性質又は目的から特定の者
でなければ納入または履行でき
ず、他に競争を許さないため（会計
法第29条の3第4項）。

135,293,730 135,293,730 100.0% － － － －

17 「外交実務語学研修」業務委嘱
支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月24日 株式会社アヴァンティスタッフ 1010001061972 東京都中央区日本橋兜町６番７号

企画競争の結果、同者が最も高い
評価を得て確実な業務の履行が可
能であると認められ、他に競争を許
さないため（会計法第29条の3第4
項）。

3,609,000 3,608,836 99.9% － － － －

18
「外務大臣のエジプト訪問における日
エジプト共同記者会見にかかる通訳」
業務委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月24日
株式会社サイマル・インターナショ
ナル

6010001109206
東京都中央区銀座７丁目１６番１２
号

通訳業務については、極めて高度
な通訳能力､国際会議等における
豊富な実績に加え、発言者である
総理・大臣の特有の言い回しや用
語に習熟し､総理・大臣自身の希望
に適った相性のよい通訳者を確保
することが不可欠であり、他に競争
を許さないため（会計法第29条の3
第4項）。

3,448,000 3,448,000 100.0% － － － －
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予定価格

19
「ボストンキャリアフォーラム２０２３」
参加経費

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月28日 株式会社ディスコ 9010001102075 東京都文京区後楽２丁目５番１号

契約の性質又は目的から特定の者
でなければ納入または履行でき
ず、他に競争を許さないため（会計
法第29条の3第4項）。

1,200,000 1,200,000 100.0% － － － －

20
「経済紛争処理に関する国内法律事
務所とのISDS基礎研修実施」業務委
嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月30日
西村あさひ法律事務所（川合　弘
造）

法人番号なし
東京都千代田区大手町１丁目１番
２

企画競争の結果、同者が高い評価
を得て確実な業務の履行が可能で
あると認められ、他に競争を許さな
いため（会計法第29条の3第4項）。

3,300,000 3,300,000 100.0% － － － －

21
「中堅職員のための英語研修」業務
委嘱

支出負担行為担当官
外務省大臣官房会計課長　貝原健太郎
東京都千代田区霞が関２－２－１

令和5年8月31日 株式会社インターグループ 8120001060882
大阪府大阪市北区豊崎３丁目２０
番１号

企画競争の結果、同者が最も高い
評価を得て確実な業務の履行が可
能であると認められ、他に競争を許
さないため（会計法第29条の3第4
項）。

2,610,000 2,369,400 90.7% － － － －

（注）公益法人の区分において，「公財」は「公益財団法人」，「公社」は「公益社団法人」，「特財」は「特例財団法人」，「特社」は「特例社団法人」をいう。　


